
平成一一(ネ)第三七八八号　損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成九
年(ワ)第一九七七九号の甲）
　　　　　　　　　　　　判　　　　決
　　　          控訴人　　            　    日水製薬株式会社
                右代表者代表取締役 　　　   【Ａ】
                右訴訟代理人弁護士　　　　  杉  山  克  彦
                同　　　　　　　　　　　　  柴  崎  栄  一
                同　　　　　　　　　　　　  椿　    正  隆
                同　　　　　　　　　　　　  井  上  清  彦
                同　　　　　　　　　　　　  山  崎  祐  史
                右補佐人弁理士　　　　　　  【Ｂ】
　　　          被控訴人　　          　  　日東紡績株式会社
                右代表者代表取締役　　  　　【Ｃ】
　　　          被控訴人             　　　 ニットーボーメディカル株式会社
                右代表者代表取締役　　　　  【Ｄ】
                被控訴人ら訴訟代理人弁護士  大  治    　右
                同　　　　　　　　　　 　   坂  東  規  子
                同　　　　　　　　　　　　  上  石  奈  緒

　　　　　            　主　　　　文
          本件控訴を棄却する。
          控訴費用は控訴人の負担とする。
          
　　　　　　　　　　　　事実及び理由
第一　請求
　一　原判決を取り消す。
　二　被控訴人らは、控訴人に対し、各自金五〇〇〇万円及びこれに対する平成九
年三月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
　三　訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

第二　事案の概要
    　本件は、控訴人が、被控訴人らによる商品の製造販売が控訴人の有する特許
権を侵害（間接侵害）すると主張して、被控訴人らに対して損害賠償を求めた事案
である。
  一　争いのない事実
    １　控訴人の有する特許権
      　控訴人は、次の特許権（以下「本件特許権」といい、その発明を「本件発
明」という。）を有している。
        発明の名称　免疫比濁法による血清ＣＲＰの簡易迅速定量法
        出願日　　　昭和五七年六月三日
        出願公告日　平成四年二月一九日
        登録日　　　平成五年八月一三日
        登録番号　　第一七七九一七七号
        特許請求の範囲　　原判決別紙「特許出願公告公報」写しの該当欄記載の
とおり（以下、右出願公告公報掲載の明細書を「本件明細書」という。）
    ２　本件発明の構成
      Ａ　次の四種の液を調整する。
        ａ　検体血清と抗血清使用液との混合液である被験液Ｔ
        ｂ　検体血清と検体ブランク緩衝液との混合液である検体ブランク液ＳＢ
        ｃ　生理食塩液と抗血清使用液との混合液である試薬ブランク液ＲＢ
        ｄ　生理食塩液と検体ブランク緩衝液との混合液である緩衝液ブランク液
ＢＢ
      Ｂ　これら四種の液をそれぞれインキュベートしてプラトーに達せしめた後
に、それぞれの液の吸光度(AＴ, AＳＢ, AＲＢ　及び AＢＢ) を測定する。
      Ｃ　ＣＲＰによる検体血清の吸光度(AＣＲＰ) を式
        　　　　 AＣＲＰ ＝ AＴーAＳＢ ー（AＲＢ ー AＢＢ）
        として算定する。
      Ｄ　一方、右記と同様に、但し検体血清の代わりに各種濃度のＣＲＰ標準液



を用いて吸光度ーＣＲＰ値の関係を示す検量線を予め作成しておく。
      Ｅ　右記の算定吸光度値に該当するＣＲＰ値を上記の検量線から求める。
    ３　被控訴人らの行為
      　被控訴人日東紡績株式会社は、昭和六三年ころから、原判決別紙方法目録
記載の方法（以下「イ号方法」という。）の実施に使用する原判決別紙物件目録記
載の物件（以下「イ号製品」という。）を業として製造し、全量を被控訴人ニット
ーボーメディカル株式会社に対して販売している。
      　被控訴人ニットーボーメディカル株式会社は、昭和六三年ころから、イ号
物件を業として販売している。
      　なお、イ号方法は、日立七〇五形自動分析装置により実施することができ
る。
      
  二　争点
    １　イ号方法と本件発明の構成の対比
    （控訴人の主張）
    　　イ号方法は、以下のとおり、本件発明の構成をすべて充足する。
      (一)　本件発明に係る方法（以下「本件特許方法」という。）及びイ号方法
の特徴
        (1)　本件特許方法の測定原理は、免疫比濁法（Turbidimetry）を適用して
エンドポイント法により血清ＣＲＰの定量を行うというものである。また、本件特
許方法の特徴は、緩衝液ブランク、試薬ブランク、検体ブランクを厳密に差し引く
ことを必須要件とすることにより、血清ＣＲＰの低量域の測定を可能としているこ
とにある。
        　　本件特許の出願前、ＣＲＰ検査法としては、ルーチン検査法やレーザ
ー比濁法（比朧法）があった。しかし、毛細管法、ラテックス凝集法、一元免疫拡
散法等のルーチン検査法では、ＣＲＰ値の変動の定量的な把握、特に低値域におけ
るＣＲＰ値の変動の把握に難点があった。また、比朧法は、測定感度が優れていた
が、機器が高価であり、測定精度、範囲に問題があり、試薬や検体血清の澄明度に
注意を払う必要があり前処理が煩雑となる等の欠点が存した。
        　　本件特許方法は、①出願当時、測定感度において比朧法より劣るとさ
れ、血液中の微量物質の測定に利用されていなかった免疫比濁法を用い、②血清Ｃ
ＲＰの測定に、免疫比濁法や生化学物質の測定用の理論又はこれを表した算定式を
適用して、緩衝液ブランク、試薬ブランク、検体ブランクそれぞれの差引を厳密に
実施することにより、課題を解決したものである。出願当時の技術水準に照らせ
ば、本件発明の構成要件の解釈は、後記(二)ないし(四)のとおりとなるべきであ
る。
        (2)　これに対して、イ号方法の特徴は、次のとおりであるから、イ号方法
も、その測定原理は免疫比濁法のエンドポイント法により血清ＣＲＰの測定を行う
ものである。したがって、イ号方法は、測定原理と特徴において、本件特許方法と
同一である。
          ①　自動分析装置の反応容器に、検体が自動的に採取され、これに緩衝
液Ｒー１が自動的に加えられる（以下、この液を「イ号１液」という）。
          ②　イ号１液が反応した後、吸光度A1が測定される。
          ③　次に、同反応容器内のイ号１液に抗ＣＲＰ血清溶液Ｒー２が追加分
注される（以下、この液を「イ号２液」という）。
          ④　イ号２液が反応した後、吸光度A2が測定される。
          ⑤　装置内蔵のコンピューターにより　AX ＝ A2 ー kA1が演算され、AX
が得られる（ｋは液量補正係数）。
          ⑥　同様に、検体に代えてブランク用の生理食塩水を用いて右記①と同
様の操作が行われる（以下、この液を「イ号３液」という）。
          ⑦　イ号３液が反応した後、右の液の吸光度A3が測定される。
          ⑧　反応容器内のイ号３液に抗ＣＲＰ血清溶液Ｒー２が追加分注される
（以下、この液を「イ号４液」という）。
          ⑨　イ号４液が反応した後、吸光度A4が測定される。
          ⑩　WX = A4 ー kA3　が演算され、WX が得られる。
          ⑪　ACRP = AX ー WX　が演算される。
          ⑫　以上と同様の操作がＣＲＰ既知濃度の標準品についても行われ、Ｃ
ＲＰ濃度と吸光度との関係が演算される。



          ⑬　⑪で求めた血清ＣＲＰの免疫反応による生成物質の吸光度から、検
体中のＣＲＰの濃度が算出される。
      (二)　構成要件Ａについて
        (1)　イ号方法においては、以下のとおり、本件発明の被験液Ｔ、検体ブラ
ンク液ＳＢ、試薬ブランク液ＲＢ、緩衝液ブランク液ＢＢに当たる四種の液を調製
している。　すなわち、イ号１液は検体と緩衝液Ｒー１との混合液であるから、検
体ブランク液ＳＢに該当し、イ号２液はイ号１液と抗ＣＲＰ血清溶液Ｒー２（抗血
清と緩衝液との混合液）との混合液、すなわち検体と抗血清と緩衝液との混合液で
あるから、被験液Ｔに該当する。イ号３液は生理食塩水と緩衝液Ｒー１との混合液
であるから、緩衝液ブランク液ＢＢに該当し、イ号４液は生理食塩水と抗ＣＲＰ血
清溶液Ｒー２との混合液、すなわち生理食塩水と抗血清と緩衝液との混合液である
から、試薬ブランク液ＲＢに該当する。
        (2)　本件特許方法においては、その特許請求の範囲及び発明の詳細な説明
において、四種の液の調製の順序、調製方法等について何らの限定をしていないか
ら、構成要件Ａの四種の液のそれぞれは、二液のみを混合して調製するものに限定
されるとか、第三液の付加を排除するというものではなく、イ号方法のように、特
に技術的意義を有しない第三液を更に付加することを排除するものではない。
        　　かえって、本件特許方法が日立七〇五形自動分析装置によって実施す
ることができることは、本件明細書の発明の詳細な説明に、「更には測定自体の自
動化が可能である。」（８欄６行）と記載されていることから明らかである。右
「自動化」は、具体的には日立七〇五形自動分析装置によるものを意味する（甲第
一九号証）。
        　　したがって、イ号１液に抗ＣＲＰ血清溶液Ｒー２を追加する方法でイ
号２液を調製しても、イ号２液は本件特許方法における「被験液Ｔ」に該当すると
解される。同様の理由により、イ号４液も、本件特許方法における「試薬ブランク
液ＲＢ」に該当すると解される。
      (三)　構成要件Ｂについて
        (1)　構成要件Ｂにおける「インキュベートしてプラトーに達せしめ」と
は、反応のための時間をおいて、吸光度の経時的変化を示す曲線を高原状態に達せ
しめることを意味する。高原状態とは同曲線の勾配が急峻な状態を脱してなだらか
になった状態をいう。
        　　目的物質による反応生成物の量（吸光度により測定）から目的物質の
定量を行うエンドポイント法は、元来生化学反応による定量方法であった。これを
免疫反応による比濁法に応用して、従来のＣＲＰ定量法ではできなかった課題を解
決したのが本件発明である。しかし、免疫反応では、生化学反応におけるように反
応終了点が明確ではないし、反応を完全に終了させなくても、反応曲線がプラトー
に達した状態で測定すれば検査目的に適った精度の定量が可能である。そのため本
件発明は、「インキュベートしてプラトーに達せしめ」ることを構成要件としてい
る。
        (2)　イ号方法はフイックスドタイム法を用いる方法であるが、フィックス
ドタイム法は、自動分析装置と当該自動分析装置の設定時間内に反応が最終段階
（プラトー）に達するよう調整された自動分析装置専用の試薬とを用いて、設定さ
れた一定時間後に吸光度測定を行う点に特長がある。フィックスドタイム法は、一
定時間経過後に吸光度測定を行うものではあるが、同装置用試薬を用いることによ
りエンドポイント法の原理を用いて定量を行うので、一般にエンドポイント法の一
種として分類されている。日立七〇五形自動分析装置の取扱説明書の記載において
も、イ号方法の実施モードである２ポイントアツセイ（これはフィックスドタイム
法である）はエンドポイント法の一種として記載されている。
        　　エンドポイント法では、原理的に反応が最終段階に達しない時点で測
定しても正確な定量はできないのであるから、検査実務上要求される精度の定量を
行っているというそのこと自体が、イ号方法では反応の最終段階でプラトーに達し
た後に測定を行っていることを示している。
      (四)　構成要件Ｃについて
        　本件発明の特許請求の範囲では、計算式から補正係数を排除しておら
ず、そのような排除を根拠付ける記載もない。
        　イ号方法では液量補正計数ｋを用いて補正を行うが、これは本件発明の
計算式の適用の準備として当然されるべきことである。液量補正（ｋ）は、本件発
明が予定する態様の実施方法のために必要な補正であるから、自動化に際して適宜



なし得るのは当然であり、液量補正（ｋ）をもって、本件発明における計算式と異
なるものとすることはできない。
      (五)　均等
        　イ号方法に、本件発明の特許請求の範囲の記載に基づいて確定された構
成と異なる部分が存在するとしても、イ号方法は、以下のとおり、本件発明と技術
思想の本質的部分を同じくするから、これと均等である。
        　すなわち、本件発明の本質は、前記(一)のとおり、免疫比濁法を適用し
て血清ＣＲＰの定量を行うに際し、緩衝液ブランク、試薬ブランク、検体ブランク
を厳密に差し引くことを必須要件とすることにより、血清ＣＲＰの低量域の測定を
可能としたことにある。したがって、どのように組合わせて液を構成するかは適宜
選択し得ることであり、単に液量が相違することは本質的なものではない。そし
て、相違する部分をイ号方法のものに置き換えることが可能である。
        　さらに、右のように置き換えることは、当業者にとって容易であった。
      (六)　禁反言の主張ないし出願前公知の主張に対して
        　以下のとおり、控訴人の主張は出願経過における主張と相反するもので
はないし、本件発明が出願当時に公知であったということもない。
        (1)　控訴人が、出願段階において補正（乙二一）を行い、審判請求の理由
（乙六）として述べたことは、本件特許方法が、免疫比濁法の測定原理に、厳格な
ブランク補正法を組み合わせ、微量のＣＲＰ測定を可能にしたことを明確にしよう
としたものにすぎない。
        　　審査官が拒絶理由通知（乙七の一）に引用した【Ｅ】「ネフェロメー
ター」（臨床検査臨時増刊二三巻一一号一二八六頁。乙七の二）には、「一般にネ
フェロメーターを用いる場合、・・・盲検をたてブランク差し引きすることにより
補正する。」（一二八九頁左欄五行ないし九行）ことが記載されているのみであ
り、本件特許方法と右引用例の方法とは、本件特許方法が比濁法であるのに対し、
引用例の方法はネフェロメーターによる測定法（すなわち、比朧法）である点、引
用例の方法は、「一般に比較的高濃度の試料に対しては比濁法が多く用いられ、低
濃度の試料に対しては比ろう法が適すると言われている。」（一二八六頁左欄一七
行ないし一九行）と記載されているのに対し、本件特許方法は、低濃度の試料に対
して比濁法を用いる測定法である点において、根本的に異なるものである。したが
って、右引用例は、そもそも本件発明を拒絶する理由となるものではなく、本件発
明における「それぞれの液」を「二液のみの混合液」に限定する必要は何らなかっ
たものである。
        　　しかも、控訴人が右意見書で述べたことは、拒絶査定書（乙五）の備
考欄に記載された事項に対するものであるが、右備考欄の記載は法的拘束力を有す
るものではないから、それに対する反論を部分的に取り出し、禁反言の根拠とする
ことはできない。
        (2)　また、【Ｆ】による異議申立てに対する答弁書（乙八の五）で述べた
ことは、酵素基質反応の測定に用いられるブランク補正法の理論を抗原抗体反応に
用いることは容易ではなく、まして、微量のＣＲＰの測定に用いることは当業者が
容易に知り得るものではないということであり、日立七〇五形自動分析装置には酵
素基質反応測定用のブランク補正法の理論は組み込まれているが、その理論を抗原
抗体反応、殊に微量のＣＲＰの測定に用いることは予定されていないということに
すぎない。
        　　なお、日立理化学機器セールスインフォメーション（乙一五）は、販
売会社、アフターサービス会社の判断に基づき、特定の顧客に渡すことができるに
すぎず、交付した相手には取扱いに注意する義務を課しているから、本件特許権に
係る出願前の公知資料には当たらない。
        
    （被控訴人らの反論）
      　イ号方法は、以下のとおり、本件発明の構成を充足しない。
      (一)　構成要件Ａについて
        　イ号方法では、検体に緩衝液を加えて調整したイ号１液の吸光度を測っ
た後、これに抗ＣＲＰ血清溶液Ｒー２を加えてイ号２液とし、この吸光度を測定す
る。イ号３液、イ号４液についても同様に、イ号３液の吸光度を測った後、これに
抗ＣＲＰ血清溶液Ｒー２を加えてイ号４液とし、その吸光度を測定するものであ
る。
        　このようにイ号方法においては、イ号１液とイ号２液は、検体を共有し



ている。これに対し、本件発明における検体ブランク液ＳＢと比験液Ｔは、検体血
清を二度サンプリングしており、検体を共有していない。イ号３液、４液も検体を
共有しているのに対し、本件発明における緩衝液ブランク液ＢＢ、試薬ブランク液
ＲＢは検体を共有していない。
        　イ号方法は、用手法ではなく、自動化法を前提とするＣＲＰの定量方法
である。具体的には、日立七〇五形自動分析装置の仕様に基づき、免疫比濁法によ
り定量を行う。右装置では、イ号１液とイ号２液で検体血清を共有する仕様となっ
ている。その利点は、検査すべき試料（患者の血清）の量が半分で済むこと、作業
手順が少なくて済み、作業時間が短縮されることである。
        　控訴人は、本件明細書中の「自動化」（８欄６行）との記載に基づく主
張をするが、本件明細書の発明の詳細な説明欄には、「本発明の目的は、免疫比濁
法を利用するものではあるが、特殊にして高価な機器を必要とせずに、安定且つ良
好な精度にて実施し得る血清ＣＲＰの比較的迅速な定量法を提供することであ
る。」（２欄末行ないし３欄４行）と記載されているように、本件発明は、日立製
七〇五形自動分析装置のような高価な機器を使用するものは含まないものである。
        　よって、イ号方法は、構成要件Ａを充足しない。
      (二)　構成要件Ｂについて
        　控訴人が主張するように、本件発明の「インキュベートしてプラトーに
達せしめる」とは、反応に必要な時間が経過したことを意味すると解すべきとこ
ろ、イ号方法では、反応に必要な時間を経過させる必要はない。むしろ、反応が生
成される中間段階の生成物の量を計測するものである。イ号方法の反応時間は、反
応が終了したかどうかに関わりなく、日立七〇五形自動分析装置の仕様に基づき五
分間と定められており、五分間では反応は終了しない。
        　用手法においては反応容器と測定容器が異なり、一定時間インキュベー
トした後、反応液が反応容器から測定容器に移され、そこで光が照射され、吸光度
が測定される。実際に病院で患者の血清のＣＲＰ測定を行う場合、検査対象は多数
であるから、用手法では、反応から測定まで検体により少なからざるタイムラグが
生じる。そこで、多数の検体について試薬と混合させてからプラトーに達せしめる
まで待ち、その後、測定することにすれば、タイムラグにより測定誤差が生じるこ
とを最小限にくい止められる。しかし、イ号方法は厳密な時間管理の下で測定され
るので、タイムラグの発生する危険性はなく、プラトーに達してから測定する必要
はない。
        　よって、イ号方法は、構成要件Ｂを充足しない。
      (三)　構成要件Ｃについて
        　本件発明は、用手法により四回エンドポイント法を実施するものであ
る。したがって、一液について測定する回数は一回である（一ポイント法）。
        　イ号方法では、検体を共有するので、検体ブランク補正は、まず被験液
に緩衝液を添加して検体ブランクを測定し、次に抗ＣＲＰ血清を添加して主反応を
液量補正をした上で測定することになる。したがって、測定する回数は二回である
（二ポイント法）。
        　二ポイント法は、自動化法を前提とする方法であり、用手法では、操作
が煩雑になり、測定精度の低下を招き、実用的ではない。
        　本件発明は、液量補正を前提としないので、ＣＲＰによる検体血清の吸
光度(AＣＲＰ) を式
        　　 AＣＲＰ ＝ AＴーAＳＢ ー（AＲＢ ー AＢＢ）
        として算定するのに対し、イ号方法は、液量補正係数ｋを用いて補正を行
うことになり、右の式で算定することはない。
        　よって、イ号方法は、構成要件Ｃを充足しない。
　　　(四)　禁反言ないし出願前公知について
        (1)　禁反言について
        　　本件特許の出願過程において、審査官からの「平成０２年０４月０９
日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって拒絶すべきものと認める。免疫比濁
法により、各種の抗原成分を測定することは、本願出願前より周知であり、これ
を、ＣＲＰの測定に適用することは、当業者が容易になし得たものと認められる」
旨の理由による拒絶査定（乙五）に対し、控訴人は、「本願方法では、
        　ａ）四種類の液を調製する
        　ｂ）それぞれインキュベートしてプラトーに達せしめる
        　ｃ）各液の吸光度を測定する



        　ｄ）各液の吸光度を演算式に代入して検体血清の吸光度（AＣＲＰ）を算
出する
        　ｅ）標準検量線を予め作成しておく
        　ｆ）吸光度値（AＣＲＰ）を標準検量線に照合する
        方法を採ったが、右ａ）‐ｄ）の工程は引例文献に開示、示唆されていな
い」旨主張し（乙六）、その旨の補正（乙二一）を行った。
        　このように、控訴人は、出願経過において、本件発明の内容が、四種類
の液を調製し、それぞれインキュベートしてプラトーに達せしめ、各液の吸光度を
測定するものであることを明確に主張している。
        　また、【Ｆ】による異議申立てに対する答弁書（乙八の五）でも、イ号
方法が用いられている日立七〇五形自動分析装置には、本件発明で規定されている
計算式が組み込まれていない旨主張している。
        　したがって、本件特許方法の本質は、微量のＣＲＰを測定する方法とし
て、免疫比濁法のうちの一つであるエンドポイント法を用い、特許請求の範囲に記
載されている特定の計算式によって示される「ブランク補正法」とを組み合わせた
方法であることにあり、それ以上のものではあり得ない。
        　したがって、控訴人がこれらの記載に反する主張をすることは許されな
い。
        (2)　出願前公知について
        　　本件特許方法は、当業者には既に公知であった。
        　　控訴人自身、【Ｆ】による異議申立に対する答弁書で、本件特許出願
以前の刊行物に記載された方法と計算式が同一内容であることを認めている。右方
法は、測定対象をＣＲＰと異にするが、ＣＲＰ自体の定量測定のために同様のブラ
ンク補正を行う方法も出願前に公表されている。これは、ＣＲＰ定量に係る比朧法
において、吸光度のブランク補正を行う方法である。免疫比濁法と免疫比朧法は照
射により生じた反応液の透過光を測定するか（比濁法）、散乱光を測定するか（比
朧法）の相違があるだけである。したがって、本件発明は、当業者が容易に発明を
することができたものである。
        　　また、本件発明の出願以前である昭和五六年一月に作成された日立七
〇五形自動分析装置取扱説明書では、本件発明の演算式と同様の概念により免疫比
濁法に基づく定量が行われていたことが示されているほか、昭和五七年五月二六日
付けの「７０５形新分野への応用（その４）」と題する日立理化学機器セールスイ
ンフォメーション（乙一五）には、イ号方法が、そのまま記載されている。
        　　右セールスインフォメーションは、本件特許出願前の昭和五七年五月
二六日に発行され、販売会社、関連会社、ユーザーに広く頒布されていたから、右
セールスインフォメーションに記載された方法は、既に本件特許出願前に公知とな
っていた。
        　　したがって、本件特許権の範囲としては、控訴人自身が発明の詳細な
説明により明らかにしている範囲に限られるべきである。そうすると、イ号方法
は、調整液の調整方法、液の調整と吸光度の測定の順序、方法において、本件発明
と明らかに異なる。
　　２　損害額
        （控訴人の主張）
        　被控訴人ニットーボーメディカル株式会社が、本件特許権の出願公告日
である平成四年二月一九日から平成八年末までに販売した血清ＣＲＰ定量のための
検査薬の売上高は、三一億九三四九万円と推定される。控訴人が通常受けるべき実
施料相当額は売上高の五パーセントが相当である。したがって、控訴人の被った損
害額は、一億五九六七万円となる。
        　よって、控訴人は、被控訴人らに対し、その内金五〇〇〇万円及びこれ
に対する催告書到達の日の翌日である平成九年三月二五日から支払済みまで民法所
定年五分の割合による遅延損害金の連帯しての支払を求める。
        （被控訴人らの認否）
        　いずれも争う。
        
第三　争点に対する当裁判所の判断
　一　イ号方法と本件発明の構成の対比について
    　イ号方法は、以下のとおり、本件発明の構成要件ＡないしＣを充足しないの
で、控訴人の主張は失当である。　



    １　本件発明の技術的範囲について
      　本件発明の技術的範囲については、特許請求の範囲の記載を基礎として検
討するとともに、、本件特許出願手続における補正等の内容を参照すると、以下の
(一)(2)、(二)(2)のとおり確定することができる。順に検討する。
      (一)　本件特許請求の範囲の記載に基づく検討
        (1)　本件特許請求の範囲の記載は、次のとおりである（甲二）。
          　「検体血清と抗血清使用液との混合液である被験液Ｔと、検体血清と
検体ブランク緩衝液との混合液である検体ブランク液ＳＢと、生理食塩液と抗血清
使用液との混合液である試薬ブランク液ＲＢと、生理食塩液と検体ブランク緩衝液
との混合液である緩衝液ブランク液ＢＢとを調製し、これらをそれぞれインキュべ
ートしてプラトーに達せしめた後に、それぞれの液の吸光度(AＴ, AＳＢ, AＲＢ　
及び AＢＢ) を測定し、ＣＲＰによる検体血清の吸光度(AＣＲＰ) を式
          　　　　 AＣＲＰ ＝ AＴーAＳＢ ー（AＲＢ ー AＢＢ）
          として算定し、一方上記と同様に、但し検体血清の代わりに各種濃度の
ＣＲＰ標準液を用いて吸光度ーＣＲＰ値の関係を示す検量線を予め作成しておき、
上記の算定吸光度値に該当するＣＲＰ値を上記の検量線から求めることを特徴とす
る、免疫比濁法による血清ＣＲＰの簡易迅速定量法。」
        (2)　本件特許請求の範囲の記載と本件発明の技術的範囲の解釈
        　　右特許請求の範囲の記載から、①調製する四種類の液は、被験液Ｔ、
検体ブランク液ＳＢ、試薬ブランク液ＲＢ及び緩衝液ブランク液ＢＢであること、
②インキュべートしてプラトーに達せしめる対象とされる液は、「それぞれ」の液
であること、③吸光度を測定する対象とされる液は、「それぞれ」の液であるこ
と、④測定される吸光度は、AＴ, AＳＢ, AＲＢ　及び AＢＢであることは明らかで
ある。
          　そうすると、右記載に係る用語・文章を忠実に理解するならば、本件
特許方法は、①検体血清と抗血清使用液とを混合して、被験液Ｔを調製し、これを
インキュべートしてプラトーに達せしめた後に、その液の吸光度（ＡＴ）を測定
し、②検体血清と検体ブランク緩衝液とを混合して、検体ブランク液ＳＢを調製
し、これをインキュべートしてプラトーに達せしめた後に、その液の吸光度（Ａｓ
Ｂ）を測定し、③生理食塩液と抗血清使用液とを混合して、試薬ブランク液ＲＢを
調製し、これをインキュべートしてプラトーに達せしめた後に、その液の吸光度
（ＡＲＢ）を測定し、④生理食塩液と検体ブランク緩衝液とを混合して、緩衝液ブ
ランク液ＢＢを調製し、これをインキュべートしてプラトーに達せしめた後に、そ
の液の吸光度（ＡＢＢ）を測定し、⑤前記①ないし④の結果を受けて、ＣＲＰによ
る検体血清の吸光度（ＡＣＲＰ）を式 AＣＲＰ ＝ AＴ　ーAＳＢ ー（AＲＢ ー AＢ
Ｂ）として算定する方法であると解することができる。
　　　(二)　本件特許出願の経緯に基づく検討
        (1)　補正等の内容
          (ア)　控訴人は、昭和五七年七月三〇日及び同年八月二四日、当初出願
に係る特許請求の範囲の記載を補正した（乙二〇）。補正後の特許請求の範囲は、
以下のとおりである。
            「被験液（Ｔ）及び試薬液（ＲＢ）並びにこれらのブランク液（ＳＢ
及びＢＢ）を調製し、これらをインキュべートしてプラトーに達せしめた後に、
            それぞれの液の吸光度(AＴ, AＲＢ, AＳＢ　及び AＢＢ) を測定し、
ＣＲＰによる検体血清の吸光度(AＣＲＰ) を式
            　　　　 AＣＲＰ ＝ AＴーAＳＢ ー（AＲＢ ー AＢＢ）
            により算定し、一方上記と同様に但し血清の代わりにＣＲＰ標準液を
用いて吸光度―ＣＲＰ値の関係を示す検量線を作成し、上記算定吸光度値に該当す
るＣＲＰ値を上記検量線から求めることを特徴とする、免疫比濁法による血清ＣＲ
Ｐの簡易迅速定量法。」
          (イ)　これに対して、審査官は、平成二年四月九日付け拒絶理由通知書
（乙七の一）により、「この出願の特許請求の範囲に記載された発明は、その出願
前国内において頒布された下記イ、の刊行物に記載された発明に基いて、その出願
前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、容易に発明を
することができたものと認められるから、特許法第２９条第２項の規定により特許
を受けることができない。・・・
            　　　　　　　　　　記
            　イ、臨床検査　臨時増刊　第２３巻　第１１号（１９７９）　Ｐ．



１２８６ー１２８９
            （引例イの特に第１２８９頁には、ブランクを差し引くことが記載さ
れている。）」
          　　そして、審査官は、平成二年一一月八日、「この出願は、平成０２
年０４月０９日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶すべきものと認
める。・・・
          　備考
            　免疫比濁法により、各種の抗原成分を測定することは、本願出願前
より周知であり（例えば、特開昭５２ーｌ２５６２３号）、これを、ＣＲＰの測定
に適用することは、当業者が容易になし得たものと認められる。」との理由によ
り、拒絶査定を行った（乙五）。
          (ウ)　控訴人は、右拒絶査定に対する審判請求を行った上、平成三年一
月二八日、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明を補正し（乙二一）、現在の特許
請求の範囲とした。
            　特許請求の範囲のうち、補正された部分は、次の傍線部である。
            　「〔検体血清と抗血清使用液との混合液である被験液Ｔと、検体血
清と検体ブランク緩衝液との混合液である検体ブランク液ＳＢと、生理食塩液と抗
血清使用液との混合液である試薬ブランク液ＲＢと、生理食塩液と検体ブランク緩
衝液との混合液である緩衝液ブランク液ＢＢと〕を調製し、これらを〔それぞれ〕
インキュべートしてプラトーに達せしめた後に、それぞれの液の吸光度(AＴ, AＳ
Ｂ, AＲＢ　及び AＢＢ) を測定し、ＣＲＰによる検体血清の吸光度(AＣＲＰ) を式
            　　　　 AＣＲＰ ＝ AＴーAＳＢ ー（AＲＢ ー AＢＢ）
            〔として〕算定し、一方上記と同様に、但し〔検体〕血清の代わりに
〔各種濃度の〕ＣＲＰ標準液を用いて吸光度―ＣＲＰ値の関係を示す検量線を〔予
め作成しておき〕、上記の算定吸光度値に該当するＣＲＰ値を上記の検量線から求
めることを特徴とする、免疫比濁法による血清ＣＲＰの簡易迅速定量法。」
            ※　ＨＰ上では傍線部は〔　〕で表示
          (エ)　控訴人は、右補正に基づき、審判請求の理由として、拒絶査定で
引かれた特開昭５２ー１２５６２３号公報は、「免疫比濁法による測定の原理その
ものであり、当該原理に基づくものであり且つ特許保護の対象となるべき特定の具
体的な手法ではないのです。」（乙六５頁１行ないし４行）とした上、本件発明の
内容について次のとおり述べた（同７頁１７行ないし９頁末行）。
            　「本願発明は、当時における上記のような技術水準において既述の
課題、通常の即ち一般の光学的濁度計を用いる比濁法では検出限界以下であって測
定不可能と考えられ、又・・・等のルーチン検査法では検出限界に近く且つ定量測
定が極めて困難乃至不可能とされ、一方レーザー比濁法は測定感度は充分であるが
実用的には課題があるとされていた血清ＣＲＰの測定を通常の光学的濁度計の使用
を以って可能ならしめたものです。
            　本発明方法では、このために、先ず
            　ａ）下記の４種類の液、即ち
            　　ｉ）　被験液（Ｔ）：
            　　検体血清と抗血清使用液との混合液、
            　　ⅱ）検体ブランク液（ＳＢ）：
            　　検体血清と検体ブランク緩衝液との混合液、
            　　ⅲ）試薬ブランク液（ＲＢ）：
            　　生理食塩液と抗血清使用液との混合液、
            　及び、
            　　ⅳ）緩衝液ブランク（ＢＢ）：
            　　生理食塩液と検体ブランク緩衝液との混合液
            　とを調製し、
            　　ｂ）上記の各液を、それぞれ、インキュベートしてプラトーに達
せしめた後に、
            　　ｃ）各液の吸光度(AＴ, AＳＢ, AＲＢ　及び AＢＢ) を測定し、
            　　ｄ）得られた各吸光度値を次式、即ち
            　　　 　AＴーAＳＢ ー（AＲＢ ー AＢＢ）
            　に算入して得られた値を検体血清の吸光度（ＡＣＲＰ）とし、
            　　ｅ）上記のａ）‐ｄ）項と同様にして、但し検体血清の代わりに
ＣＲＰ濃度が既知の且つ種々濃度のＣＲＰ標準液を用いてインキュ　べートし、プ



ラトーに達した各液の吸光度を測定することにより吸光度値とＣＲＰ値乃至濃度と
の関係を示す、所謂「標準検量線」を　予め作成しておき、
            　　ｆ）前記のｄ）項での算出により得られた吸光度値（ＡＣＲＰ）
を　上記のｅ）項で得た標準検量線に照合するのです。
            　　このような本発明方法、殊に上記の工程の内のａ）‐ｄ）の工程
〔工程ｅ）及びｆ）自体周知の工程です〕は前審引例文献（注・特開昭５２ー１２
５６２３号公報）に開示はおろか、示唆すらされておらず、又当該分野の通常の技
術者が窺い知り得る処ではなかったのです。」
        (2)　右出願経緯と本件発明の技術的範囲の解釈
          　右のとおりの出願経緯に照らすならば、右補正は、各液の構成を具体
的に特定し、四種類の液をそれぞれ調製し、それぞれインキュベートしてプラトー
に達せしめ、各液の吸光度をそれぞれ測定することを明確にした趣旨であることが
明らかである。すなわち、控訴人の拒絶査定に対する不服審判における主張によれ
ば、控訴人は、本件特許方法は、前記(1)(エ)ａのⅰないしⅳ記載の具体的な構成を
有する混合液を用いる旨明確にした上で、本件発明に係る特許権を取得したもので
あるというべきである。
          　以上のとおりの補正の内容及び審判での控訴人の主張の内容に照らす
と、本件発明の技術的範囲は、前記(一)(2)に記載のとおりと解するのが相当であ
る。
      (三)　控訴人の主張について
      　　控訴人は、控訴人が審判で述べたことは、右拒絶査定の備考欄に記載さ
れた事項に対するものであるが、右備考欄の記載は法的拘束力を有するものではな
いから、それに対する反論を部分的に取り出し、禁反言の根拠とすることはできな
い旨、さらに、審査官が拒絶理由通知に引用した臨床検査臨時増刊二三巻一一号中
の論文（乙七の二）には、「一般にネフェロメーターを用いる場合、・・・盲検を
たてブランク差し引きすることにより補正する。」（一二八九頁左欄五行ないし九
行）ことが記載されているのみであり、本件特許方法と右引用例の方法とが異なる
ものであることは明らかであったから、本件発明における「それぞれの液」を「二
液のみの混合液」に限定する必要はなかった旨主張する。
        　しかしながら、前記認定の平成二年一一月八日付け拒絶査定書の記載内
容からすると、右拒絶査定は、臨床検査臨時増刊二三巻一一号中の論文と特開昭５
２ー１２５６２３号公報により裏付けられる周知技術とを拒絶の理由とするもので
あるから、右周知技術がたまたま備考欄に記載されていることをもって、それに対
する反論を禁反言を生じさせる根拠とすることはできないものと解することはでき
ない。
        　さらに、右拒絶査定は、前記のとおり、臨床検査臨時増刊二三巻一一号
中の論文と特開昭５２ー１２５６２３号公報により裏付けられる周知技術とを拒絶
の理由とするものであるから、控訴人が本件発明における「それぞれの液」を「二
液のみの混合液」に限定する客観的必要があったことは明らかである。
        　よって、控訴人の右主張は採用することができない。
    ２　イ号方法の技術内容について
      　イ号方法は、一方で、①「検体と緩衝液Ｒー１との二液の混合液」（イ号
１液）をインキュベートしてその吸光度（Ａ１）を測定し、②これにさらに抗ＣＲ
Ｐ血清溶液Ｒー２を加えた「検体と緩衝液Ｒー１と抗ＣＲＰ血清溶液Ｒー２との三
液の混合液」（イ号２液）をインキュベートしてその吸光度（Ａ２）を測定し、③
前記①及び②の結果に液量補正ｋを考慮して、検体を用いた場合の吸光度AX（A2 ー 
kA1）が演算され、他方で、④「生理食塩水と緩衝液Ｒー１との二液の混合液」（イ
号３液）をインキュベートしてその吸光度（Ａ３）を測定し、⑤これにさらに抗Ｃ
ＲＰ血清溶液Ｒー２を加えた「生理食塩水と緩衝液Ｒー１と抗ＣＲＰ血清溶液Ｒー
２との三液の混合液」（イ号４液）をインキュベートしてその吸光度（Ａ４）を測
定し、⑥前記④及び⑤の結果に液量補正ｋを考慮して、生理食塩水を用いた場合の
吸光度WX（A4 ー kA3）が演算され、⑦前記③及び⑥の結果から、ＣＲＰによる検体
血清の吸光度（ACRP）がACRP = AX ー WX　により演算される、というものである
（弁論の全趣旨）。
      （なお、右液量補正ｋは次の式で表される。
                                   Ｓ＋Ｒ１
                            ｋ＝────────                         
        　　　　　　              Ｓ＋Ｒ１＋Ｒ２



        Ｓ、Ｒ１ 、Ｒ２ はそれぞれ、検体量、Ｒー１の添加量、Ｒー２の添加量
を意味する。）
    ３　本件発明の構成とイ号方法の対比
      　そこで、前記１における本件発明の技術的範囲の解釈及び及び前記２にお
けるイ号方法の技術内容を前提として、本件発明の構成とイ号方法との同一性を検
討する。
      (一)　構成要件Ａ及びＢについて
        　インキュベートの対象液及び吸光度の測定対象液について対比してみる
と、本件発明においては、対象液が、①検体血清と抗血清使用液との混合液である
被験液Ｔ、②検体血清と検体ブランク緩衝液との混合液である検体ブランク液Ｓ
Ｂ、③生理食塩液と抗血清使用液との混合液である試薬ブランク液ＲＢ、及び④生
理食塩液と検体ブランク緩衝液との混合液である緩衝液ブランク液ＢＢであるのに
対し、イ号方法においては、①検体と緩衝液Ｒー１との二液の混合液（イ号１
液）、②検体と緩衝液Ｒー１と抗ＣＲＰ血清溶液Ｒー２との三液の混合液（イ号２
液）、③生理食塩水と緩衝液Ｒー１との二液の混合液（イ号３液）、④生理食塩水
と緩衝液Ｒー１と抗ＣＲＰ血清溶液Ｒー２との三液の混合液（イ号４液）である。
        　したがって、右②及び④の点については、本件発明においては二液の混
合液をインキュベートして吸光度を測定するのに対し、イ号方法では三液の混合液
をインキュベートし吸光度を測定するものであるから、両者はインキュベート及び
吸光度測定の対象である混合液の構成要素の数において異なる。
        　よって、イ号方法は、本件発明の構成要件Ａ及びＢを充足しない。
      (二)　構成要件Ｃについて
        　吸光度の算定方法について対比してみると、本件発明においては、前記
四種類の液の各吸光度（AＴ, AＳＢ, AＲＢ, AＢＢ　）をそれぞれ測定した上、Ｃ
ＲＰによる検体血清の吸光度（ＡＣＲＰ）を式
        　　　AＣＲＰ ＝ AＴーAＳＢ ー（AＲＢ ー AＢＢ）
        という単なる引き算の形で求めているのに対し、イ号方法においては、前
記イ号１液ないしイ号４液の各吸光度（A1, A2, A3, A4）をそれぞれ測定した上、
液量補正ｋを考慮して、検体を用いた場合の吸光度AX（ A2 ー kA1）及び生理食塩
水を用いた場合の吸光度WX（A4 ー kA3）が演算され、ＣＲＰによる検体血清の吸光
度がACRP = AX ー WX　により演算されるものであって、両者は液量補正ｋの考慮が
必要であるか否かの点で、明確に吸光度算定の数式を異にしているものである。
        　よって、イ号方法は、本件発明の構成要件Ｃを充足しない。
    ４　均等の主張について
      　控訴人は、仮にイ号方法に本件発明に係る特許請求の範囲の記載に基づく
構成と異なる部分が存在するとしても、イ号方法は本件発明と均等である旨主張す
る。
      　しかしながら、控訴人が、特許出願手続において述べた内容と異なる主張
をすることは、禁反言の法理に照らし許されないというべきところ、前記１(二)
「本件特許出願の経緯」において認定した事情を基礎にすれば、本件において、均
等の主張を採用する余地はない。したがって、控訴人の右主張は理由がない。
      
  二　したがって、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の本件請求は
理由がないから、これを棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であるか
ら、本件控訴を棄却することとする。
  （口頭弁論終結の日　平成一二年二月三日）
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